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まちづくり用語の解説（詳細版） 

この用語の解説資料は、毎回の勉強会に持参してください。 



 中野区 都市政策推進室 

 西武新宿線沿線まちづくり分野 

2

沼袋駅周辺は、4号線沿道と駅周辺が商業系（商業地域又は近隣商業地域）の用途地域に指定されてお

り、その後背地が第1種低層住居に指定されています。また、沼袋駅の南東側は第1種中高層住居専用

地域に指定されています。

第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域

準住居地域 近隣商業地域 商業地域

準工業地域 工業地域 工業専用地域

第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域 第二種住居地域
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沼袋駅

バス通り

20m 20m
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※耐火建築物 

耐火建築物とは、主要構造部が耐火構造であるもの又は耐火性能検証法等により火災が終了するまで

耐えられることが確認されたもので、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸等を有する建

築物のことをいいます。 

※準耐火建築物 

準耐火建築物とは、耐火建築物以外の建築物で、主要構造部が準耐火構造（法2 条 9 号の 3 イ）又

はそれと同等の準耐火性能を有するもので、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸等を有

する建築物のことをいいます。 
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※防火構造 

防火構造とは、建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために外壁又は軒裏

に必要とされる防火性能を有する構造のことです。防火性能の技術的基準は下表のようになっており、

基準の時間だけ火災に耐えられることが求められます。 

 防火性能の技術的基準 

部位 
周囲において発生する通常の火災 

非損傷性 遮熱性 

外壁 
耐力壁 ３０分 

３０分 

非耐力壁 － 

軒裏 － ３０分 
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※不燃化率 

 市街地に建つ建物の建築面積の総数のうち、耐火・準耐火建築物が占める面積 

の割合をいいます。（単位：％） 

不燃化率＝（耐火建築物の建築面積＋準耐火建築物の建築面積×０．８） 

      ÷（全建築物建築面積）×１００（％） 
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①道路斜線 

②隣地斜線 

道路斜線制限とは、右図のように道路の

反対側から引かれる斜線による制限の

ことで、建物は原則として線を越えるこ

とができません。また、道路斜線（斜線

の勾配）には、用途地域に応じて右図の

ように2種類あります。  

住居系では、1.25で非住居系では1.5

となります。 

また、建物のセットバックをするとその

分だけ道路の反対側の線が後退したよ

うに計算することができる緩和規定が

あります。 

用途地域ごとに、隣地境界線から高さの制限を掛けるルールがあります。 

住居系の用途地域では、隣地境界線上の高さ20ｍの位置から1.25の傾きの斜線の制限がかかり、

住居系以外の用途地域では、隣地境界線上の高さ31mの位置から2.5 の傾きの斜線の制限がかか

ります。 

また、低層の住居系の用途地域では、この隣地斜線の規制はありません。 

（低層住居以外）
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③北側斜線 

北側の日照を確保するために、用途

地域ごとに、北側の隣地境界線から

高さの制限を掛けるルールもありま

す。 

第 1・２種低層住居専用地域では、

北側の隣地境界線上の高さ５ｍの位

置から 1.25 の傾きで斜線の制限が

かかり、第 1・2 種中高層住居専用

地域では、北側の隣地境界線上の高

さ10mの位置から1.25の傾きで斜

線の制限がかかります。 

第 1種高度地区 第２種高度地区 第３種高度地区 



 中野区 都市政策推進室 

 西武新宿線沿線まちづくり分野 

11

①中野区における日影規制 

中野区における日影規制の適用は右図のようになっています。 

規制される日影は、冬至日における真太陽時の午前８時から午後４時までの間に生じ

る日影です。例えば、「３時間以上」というのは、日影になっている時間が３時間以上あ

るということです。 
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②日影時間の規制方法 

日影を測定する高さについては、この規制では実際の地面にできる日影ではなく、地

面より高い所を想定してそこの日影を規制します。用途地域の指定状況によって、測定面

の高さは異なります。測定面の高さは、窓の高さを基準で考えられています。 

③日影の規制範囲 

日影規制は、二段階の規制になっています。

まず５ｍの範囲で建築物が及ぼす影響を規制

し、10ｍの範囲でこれを超えて広がる日影や

隣地の建築物などの日影による影響を規制し

ています。そこで建築物がつくる日影を時間

で表し、規制範囲内で規制値内に日影を抑え

ます。 
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④日影図と日影時間図 

日影図とは各時間ごとの影を描いたものです。これを「時間日影図」といい、日影の様

子が読み取れます。例えば8時と11時の日影の重なる部分は3時間日影になる部分と

なります。この日影図をもとに同じ時間だけ日影になる点を結んだものを「等時間日影図」

といいます。 

日影規制が規制値以内にあるかの判断は「時間日影図」、「等時間日影図」をもとに判

断します。 

例えば、規制値が、3時間・2時間と指定されている場合、3時間日影が5メートル範

囲を、2時間日影が10メートル範囲を超えてはいけません。 

⑤日影規制の対象となる建築物 

 日影規制は、下表のとおりに用途地域ごとに規制の内容と対象が異なります。 

第 1 種低層住居専用地域では、軒高が 7ｍを超える建築物又は地上 3階以上の建築物が対

象になります。 

また、近隣商業地域では高さが１０ｍを超える建築物が対象になります。 


